
軽自動車税の納税通知書を
５月15日㈮に発送します［納期限は６月1日㈪］　

固定資産税の納税通知書を
５月15日㈮に発送します［納期限は６月1日㈪］　

【問合せ】税務課 市民税係　☎７７３・６６６８

【問合せ】税務課 資産税班　☎７７３・６６６８
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令
和
８
年
２
月
に
、
国
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「
地

方
公
共
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テ
ム
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準
化
」
に
基
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き
、
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通
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テ
ム
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行
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し
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。

　

そ
の
た
め
、
固
定
資
産
税
の
納

税
通
知
書
と
課
税
明
細
書
の
レ
イ

ア
ウ
ト
が
、
国
の
示
し
て
い
る
標

準
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（
全
国
統
一
の
様
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に
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更
と
な
り
ま
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。
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新
し
い
様
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は
、
国
が
定
め
る

標
準
仕
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に
基
づ
い
た
形
と
な
っ

て
い
ま
す
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表
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
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目
の
内
容
や
文
字
、
用

紙
の
サ
イ
ズ
が
指
定
さ
れ
て
い
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た
め
、
課
税
明
細
書
の
物
件
明
細

に
表
示
さ
れ
る
項
目
な
ど
が
変
更

に
な
っ
た
ほ
か
、
全
体
的
に
従
来

よ
り
も
文
字
サ
イ
ズ
が
小
さ
く

な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
に
よ
る
全
国
一
律
の
運
用
変

更
と
な
る
た
め
、
市
で
は
国
の
標

準
仕
様
に
基
づ
い
た
こ
の
様
式
以

外
の
納
税
通
知
書
を
発
行
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。
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納税義務者は４月１日の所有者
　納税通知書には、４月１日現
在の登録内容が記載してありま
す。次の場合は、令和８年度分
が課税されます。
・�４月２日以降に廃車（譲渡）

の手続きをした
・�車は手元にないが変更・廃車

手続きをしていない
※�自動車税と異なり税額の月割

はありません

納税証明書
　車検に必要な場合があります。車検証と一緒に保
管してください。
　軽自動車、二輪の小型自動車は車検の際に納税証
明書の提示が原則不要となりました。そのため、口
座振替で納税した人へ納税証明書（はがき型）は郵
送していません。納税証明書の提示が必要となる場
合は、税務課または大和・塩沢市民センター窓口ま
でおこしください。
納税証明書に関する問合せ
　税務課 収税班 ☎７７３・６６６９

　納税通知書に同封する課税明細書は、確定申告時に、農業所得や不動産所得の必要経費（租税公課）の
計算に役立ちます。令和９年の申告時期まで保管することをお勧めします。

家の税金が高くなる場合
　納税通知書を発送後、「家の税金が高くなった」
という問合せがあります。これは、居住床面積
280 平方メートル以内の新築住宅の場合に、居
住部分の床面積 120 平方メートルまでの税額を、
２分の１に減額する特例が３年間（長期優良住宅
の場合は５年間）で終了したためです。
※�令和４年（長期優良住宅の場合は令和２年）に

新築した住宅は、令和８年度から通常の税額で
課税されます

土地、家屋を売った、取り壊したのに課税されて
いる場合
　固定資産税は、毎年１月１日現在の登記簿上の
所有者に課税されます。売買契約を締結しても、
新しい所有者への所有権移転登記が１月２日以降
になると、前所有者に課税されます。１月２日以
降に取り壊した家屋も１年間課税されます。
　家屋を取り壊した場合は、税務課資産税班まで
ご連絡ください。
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